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第 2章 漁業権の意義と種類

先
占
、
慣
習
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
で
す
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漁
業
権
は
漁
場
の
独
占
利
用
権
で
も
な
く
、
水
面
を
支
配
し
又
は
占
用
す
る
権
利
で
も
な
い
の
で
す
。

２
　
漁
業
権

の
種
類

（第
六
条
）

漁
業
権
の
種
類
は
、
定
置
漁
業
権
、
区
画
漁
業
権
及
び
共
同
漁
業
権
の
三
種
類
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
業
権
の
対
象
と
な
り

う
る
漁
業
は
次
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
定
置
漁
業
権

定
置
網

（別
名
建
網
、
大
敷
網
等
）
漁
業
を
営
む
漁
業
権
で
、　
一
般
に
身
網
の
設
置
場
所
の
水
深
が
二
七
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
大
規
模
な
定
置
網
を
対
象
と
し
ま
す
が
、
そ
の
規
模
、
対
象
魚
種
に
関
し
、
北
海
道
、
青
森
県
、
瀬
戸
内
海
及
び
沖
縄
県
に
特

例
が
あ
り
ま
す
。

②
　
区
画
漁
業
権

水
産
動
植
物
の
養
殖
業
を
営
む
漁
業
権
で
、
そ
の
養
殖
の
目
的
た
る
水
産
動
植
物
を

一
定
の
場
所
に
保
有
す
る
た
め
の
「区
画
」

の
仕
方
に
よ
り
三
種
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

第

一
種
区
画
漁
業
―
―

「
い
か
だ
」
か
ら
垂
ら
し
た

「
か
ご
」
で
養
殖
す
る
カ
キ
、
真
珠
等
の
養
殖
や
、
「
ひ
び
」
や
網
に
附
着

さ
せ
て
養
殖
す
る
ノ
リ
養
殖
な
ど
、
施
設
、
装
置
を
水
面
に
敷
設
し
て
他
の
水
面
か
ら
区
画
し
、
養
殖
す
る
も
の
で
す
。

第
二
種
区
画
漁
業
―
―
土
、
石
、
竹
等
に
よ
っ
て
囲
障
を
作
り
、
そ
の
中
で
魚
類
を
養
殖
す
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
漁
場
を
団

体
的
に
管
理
し
小
割
り
し
て

「
い
け
す
」
に
よ
り
養
殖
す
る
も
の

（小
割
り
式
養
殖
業
）
は
第

一
種
区
画
漁
業
に
該
当
し
ま
す
。

第
二
種
区
画
漁
業
―
―
前
二
種
以
外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
移
動
性
の
少
な
い
貝
類
を
海
底
に
そ
の
ま
ま
播
い
て
、
養
殖
目
的

物
の
性
質
か
ら
生
じ
る
水
面
の
区
画
性
を
利
用
し
養
殖
す
る

「地
ま
き
式
」
貝
類
養
殖
業
で
す
。

な
お
、
「特
定
区
画
漁
業
権
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
区
画
漁
業
権
の
定
義
上
の
分
類
に
よ

る
も
の
で
な
く
て
、
漁
業
法
第
七
条
で
入
漁
権
を
設
定
し
う
る
も
の
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

「
ひ
び
建
養
殖
業
」
な

ど
五
種
類
の
区
画
漁
業
権
を
総
称
し
た
も
の
で
す
。

③
　
共
同
漁
業
権

一
定
地
区
の
漁
民
が
、　
一
定
の
水
面
を
共
同
に
利
用
し
て
営
む
漁
業
権
で
す
。

そ
し
て
こ
の
共
同
漁
業
権
の
対
象
と
な
り
う
る
漁
業
は
、
い
わ
ゆ
る

「浮
魚
」
を
除
い
て
地
先
水
面
に
棲
み
つ
い
て
他
所
へ
移

動
し
な
い
藻
類
、
貝
類
及
び

一
定
の
水
産
動
物
を
対
象
と
す
る
も
の

（第

一
種
）
と

「浮
魚
」
を
対
象
と
は
し
て
も
、
他
所
ま
で

出
掛
け
て
行
か
な
い
で
地
先
水
面
で
待
ち
構
え
て
と
る
漁
業

（第
二
種
～
第
五
種
）
で
す
。

第

一
種
共
同
漁
業
―
―
い
わ
ゆ
る

「採
貝
、
採
藻
」
で
あ
っ
て
、
藻
類
、
員
類
及
び
イ
セ
エ
ビ
、
ナ
マ
コ
、
エ
ム
シ
等
の
主
務

大
臣
の
指
定
す
る
定
着
性
水
産
動
植
物
を
対
象
と
す
る
漁
業
。

第
二
種
共
同
漁
業
１
１
定
置
網
の
小
規
模
な
も
の
及
び

「や
な
」、
「え
り
」
等
の
網
漁
具
を
、

来
遊
す
る

「浮
魚
」
を
と
る
漁
業
。

第
二
種
共
同
漁
業
―
―
地
び
き
網
漁
業
と
、
こ
れ
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
地
こ
ぎ
網
及
び
船
び
き
網
漁
業
、
餌
を
ま
い
て
ブ
リ

等
を
飼
付
け
る
飼
付
漁
業
及
び
人
工
の
魚
礁
を
築
い
て
魚
を
集
め
て
と
る

「
つ
き
い
そ
」
漁
業
。

第
四
種
共
同
漁
業
―
―
瀬
戸
内
海
、
三
重
県
等
で
な
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
漁
法
の
寄
魚
漁
業
、
鳥
付
こ
ぎ
釣
漁
業
。

第
五
種
共
同
漁
業
―
―
河
川
、
湖
沼
と
い
う
内
水
面
と
、
閉
鎖
さ
れ
た
海
面

（京
都
府
の
久
美
浜
湾
等
）
で
な
さ
れ
る
漁
業
で
、

第

一
種
共
同
漁
業
に
該
当
す
る
漁
業
以
外
の
も
の
。

移
動
し
な
い
よ
う
敷
設
し
て
、
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漁業協同組合模範定款例 (出資組合の場合)

(最終改正 平成15年 3月 31日・ 14水漁第3002号 )

第 1章 総則 (第 1条―第 7条 )

第 2章 組合員 (第 8条一第17条 )

第 3章 出資,経費分担及び積立金 (第18条 -27条 )

〔備考 第 3章の2 優先出資 (第27条の 2-第 27条の16〕

第 4章 役職員 (第28条―第36条 )
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第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この組合は,組合員が協同して経済活動を行い,漁業の生産能率を上げ,

もって組合員の経済的,社会的地位を高めることを目的とする。

(事業)

第 2条 この組合は,組合員のために次の事業を行う。

(1)水産資源の管理及び水産動植物の増殖

(幼 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導

(3)組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け

(4)組合員の貯金又は定期積金の受入れ

修)組合員の事業又は生活に必要な物資の供給

(0 組合員の事業又は生活に必要な共同利用に関する施設
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